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Q
4

配
偶
者
の
方
は
仕
事
を
持
っ
て
い
ま
す
か
。

有
職

無
職

-
-
-
-
＜
改
ペ
ー
ジ
＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

4
で
『
1
.有
職
』
　
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
方
の
み

Q
5

配
偶
者
が
有
職
の
方
に
お
聞
き
し
ま
す
。
配
偶
者
の
就
業
形
態
は
何
で
す
か
。

正
社
員

⾮
正
社
員

そ
の
他
（
⾃
営
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
、
経
営
者
な
ど
）

-
-
-
-
＜
改
ペ
ー
ジ
＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Q
6

あ
な
た
の
収
入
が
世
帯
の
収
入
に
占
め
る
割
合
は
ど
の
く
ら
い
で
す
か
。

５
割
よ
り
少
な
い

５
割
程
度

５
割
よ
り
多
い

-
-
-
-
＜
改
ペ
ー
ジ
＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Q
7

現
在
、
あ
な
た
の
世
帯
に
以
下
の
よ
う
な
事
情
は
あ
り
ま
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

未
就
学
児
の
⼦
ど
も
が
い
る

⼩
学
⽣
の
⼦
ど
も
が
い
る

中
学
⽣
の
⼦
ど
も
が
い
る

介
護
・
介
助
が
必
要
な
親
族
が
い
る
（
通
院
へ
の
付
き
添
い
等
も
含
み
ま
す
。
）

あ
な
た
⾃
⾝
に
定
期
的
に
通
院
を
要
す
る
持
病
が
あ
る

以
上
の
い
ず
れ
も
な
い

-
-
-
-
＜
改
ペ
ー
ジ
＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Q
8

現
在
の
就
業
状
況
を
お
教
え
く
だ
さ
い
。
当
て
は
ま
る
も
の
が
な
い
場
合
は
、
現
在
の
就
業
状
況
に
最
も
近
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を
回
答
し
て
く

だ
さ
い
。

正
社
員

 
（
雇
⽤
さ
れ
て
い
る
労
働
者
で
雇
⽤
期
間
の
定
め
の
な
い
正
社
員
を
い
い
ま
す
。
多
様
な
正
社
員
（
勤
務
地
、
職
務
（
職
種
）
、
勤
務
時
間
等
の
い
ず
れ
か
が
限

定
さ
れ
る
正
社
員
）
も
含
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、
他
企
業
よ
り
出
向
契
約
に
基
づ
き
出
向
し
て
き
て
い
る
⽅
（
出
向
元
に
籍
を
置
い
て
い
る
か
ど
う
か
は
問
わ
な

い
）
も
含
ま
れ
ま
す
。
）

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト

 

 
満

 
 歳

あ
な

た
と

仕
事

に
関

す
る

ア
ン

ケ
ー

ト

注
意

事
項

回
答

中
に

ブ
ラ

ウ
ザ

の
「
戻

る
」
を

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

回
答

は
、

各
ペ

ー
ジ

6
0
分

以
内

に
送

信
を

し
て

く
だ

さ
い

。
 

J
a
v
a
S
c
ri
p
tお

よ
び

C
o
o
k
ie

を
有

効
に

し
て

く
だ

さ
い

。
 

次
へ

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

あ
な

た
と

仕
事

に
関

す
る

ア
ン

ケ
ー

ト
 

本
調

査
は

、
厚

生
労

働
省

所
管

の
独

立
行

政
法

人
　

労
働

政
策

研
究

・
研

修
機

構
の

委
託

を
受

け
て

、
㈱

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
・
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

ズ
が

実
施

す
る

も
の

で
す

。
本

調
査

は
、

ご
回

答
さ

れ
た

皆
様

の
労

働
契

約
に

関
す

る
状

況
に

つ
い

て
お

聞
き

す
る

も
の

で
す

。
調

査
結

果
は

、
働

く
皆

様
の

就
労

環
境

改
善

の
た

め
、

厚
生

労
働

施
策

の
基

礎
資

料
と

し
て

活
用

い
た

し
ま

す
。

ご
回

答
は

統
計

的
に

処
理

さ
れ

、
個

別
の

内
容

が
特

定
さ

れ
る

こ
と

は
一

切
、

ご
ざ

い
ま

せ
ん

。
あ

り
の

ま
ま

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
 

■
あ

な
た

ご
自

身
の

こ
と

に
つ

い
て

、
お

尋
ね

し
ま

す
。

Q
1

あ
な

た
の

性
別

を
お

教
え

く
だ

さ
い

。

男
性

⼥
性

Q
2

あ
な

た
の

現
在

（
調

査
時

点
）

の
年

齢
を

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

（
半

角
数

字
で

ご
入

力
く

だ
さ

い
）
。

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
終

了
（

E
N

D
3

)】
 

Q
2

で
『

1
.満

』
　

に
［
2
0
］
よ

り
少

な
く

　
数

値
を

入
力

し
た

方
の

み
 

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Q
3

あ
な

た
に

は
現

在
、

配
偶

者
（

「
事

実
婚

」
を

含
む

）
が

い
ま

す
か

。

配
偶
者
あ
り

配
偶
者
な
し

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
3

で
『

1
.配

偶
者

あ
り

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み
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（
フ
ル
タ
イ
ム
正
社
員
よ
り
１
⽇
の
所
定
労
働
時
間
が
短
い
か
、
１
週
の
所
定
労
働
⽇
数
が
少
な
い
⽅
を
い
い
ま
す
。
正
社
員
と
１
⽇
の
所
定
労
働
時
間
や
１
週

の
所
定
労
働
⽇
数
が
ほ
ぼ
同
じ
(フ

ル
タ
イ
ム
)で

パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
等
こ
れ
に
類
す
る
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
場
合
も
含
み
ま
す
。
）

契
約
社
員

 
（
例
え
ば
フ
ル
タ
イ
ム
で
事
務
系
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
有
期
契
約
社
員
等
、
特
定
職
種
に
従
事
し
、
⼜
は
専
⾨
的
能
⼒
の
発
揮
を
⽬
的
と
し
て
雇
⽤
さ
れ
る

⽅
を
い
い
ま
す
。
）

嘱
託

 
（
定
年
退
職
者
等
を
再
雇
⽤
す
る
⽬
的
で
契
約
し
、
雇
⽤
さ
れ
る
⽅
を
い
い
ま
す
。
）

労
働
者
派
遣
事
業
所
の
派
遣
社
員

 
（
労
働
者
派
遣
法
な
ど
に
基
づ
く
労
働
者
派
遣
事
業
所
な
ど
に
雇
⽤
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
る
⼈
を
い
い
ま
す
。
以
下
「
派
遣
社
員
」
と
い
う
）

経
営
者
・
役
員

⾃
営
業
主
、
家
族
従
業
者

⾃
由
業
 
 

無
職

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
終

了
（

E
N

D
4

)】
 

Q
8

で
『

6
.経

営
者

・
役

員
』
～

『
9

.無
職

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

 

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Q
9

現
在

の
勤

務
先

の
業

種
は

次
の

ど
れ

に
あ

た
り

ま
す

か
。

 

※
派

遣
社

員
の

場
合

は
、

派
遣

先
の

業
種

を
お

選
び

く
だ

さ
い

。

農
林
漁
業

鉱
業
、
採
⽯
業
、
砂
利
採
取
業

建
設
業

製
造
業

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
⽔
道
業

情
報
通
信
業

運
輸
業
、
郵
便
業

卸
売
業
、
⼩
売
業

⾦
融
業
、
保
険
業

不
動
産
業
、
物
品
賃
貸
業

学
術
研
究
、
専
⾨
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

宿
泊
業
、
飲
⾷
サ
ー
ビ
ス
業

⽣
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業

教
育
、
学
習
⽀
援
業

医
療
、
福
祉

複
合
サ
ー
ビ
ス
業
（
郵
便
局
、
協
同
組
合
等
）

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

公
務

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
終

了
（

E
N

D
5

)】
 

Q
9

で
『

1
.農

林
漁

業
』
、

『
1

8
.公

務
』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

 

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Q
10

勤
務

先
の

会
社

全
体

の
従

業
員

数
を

お
教

え
く

だ
さ

い
。

 

※
勤

務
先

の
事

業
所

以
外

も
含

め
て

お
答

え
く

だ
さ

い
。

 

※
派

遣
社

員
の

場
合

は
、

派
遣

先
の

会
社

全
体

の
従

業
員

数
を

お
答

え
く

だ
さ

い
。

２
９
⼈
以
下

３
０
⼈
〜
４
９
⼈

５
０
⼈
〜
９
９
⼈

１
０
０
⼈
〜
２
９
９
⼈

３
０
０
⼈
〜
４
９
９
⼈

５
０
０
⼈
〜
９
９
９
⼈

１
０
０
０
⼈
以
上

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
8
で
『

1
.正

社
員

（
雇

用
さ

れ
て

い
る

労
働

者
で

雇
用

期
間

の
定

め
の

な
い

正
社

員
を

い
い

ま
す

。
多

様
な

正
社

員
（

勤
務

地
、

職
務

（
職

種
）

、
勤

務
時

間
等

の
い

ず
れ

か
が

限
定

さ
れ

る
正

社
員

）
も

含
ま

れ
ま

す
。

ま
た

、
他

企
業

よ
り

出
向

契
約

に
基

づ
き

出
向

し
て

き
て

い
る

方
（

出
向

元
に

籍
を

置
い

て
い

る
か

ど
う

か
は

問
わ

な
い

）
も

含
ま

れ
ま

す
。

）
』
　
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
方
の
み

Q
11

勤
務

先
企

業
で

の
働

き
方

は
、

次
の

ど
れ

に
当

た
り

ま
す

か
。

も
っ

と
も

近
い

と
思

わ
れ

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。

い
わ
ゆ
る
正
社
員

 
（
勤
務
地
、
職
務
（
職
種
）
、
勤
務
時
間
が
い
ず
れ
も
限
定
さ
れ
て
い
な
い
正
社
員
）

多
様
な
正
社
員

 
（
い
わ
ゆ
る
正
社
員
と
⽐
較
す
る
と
、
勤
務
地
、
職
務
（
職
種
）
、
勤
務
時
間
等
の
い
ず
れ
か
が
限
定
さ
れ
て
い
る
正
社
員
）

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
1

1
で
『

2
.多

様
な

正
社

員
（

い
わ

ゆ
る

正
社

員
と

比
較

す
る

と
、

勤
務

地
、

職
務

（
職

種
）

、
勤

務
時

間
等

の
い

ず
れ

か
が

限
定

さ
れ

て
い

る
正

社
員

）
』
　
い

ず
れ
か
を
選
択
し
た
方
の
み

Q
12

あ
な

た
は

、
以

下
の

ど
の

多
様

な
正

社
員

に
あ

た
り

ま
す

か
。

も
っ

と
も

近
い

と
思

わ
れ

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。

勤
務
地
限
定
正
社
員

 
（
就
業
す
る
地
域
が
特
定
さ
れ
て
い
る
か
、
⼀
定
の
範
囲
内
に
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
る
働
き
⽅
の
正
社
員
）

職
務
限
定
正
社
員

 
（
従
事
す
る
職
務
（
職
種
）
が
特
定
さ
れ
て
い
る
か
、
⼀
定
の
範
囲
内
に
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
る
働
き
⽅
の
正
社
員
）

勤
務
時
間
限
定
正
社
員

 
（
所
定
の
勤
務
時
間
を
超
え
た
勤
務
は
な
い
か
、
あ
っ
て
も
⼀
定
の
場
合
の
限
ら
れ
た
時
間
に
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
る
働
き
⽅
の
正
社
員
）

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
8
で
『

2
.パ

ー
ト

・
ア

ル
バ

イ
ト

（
フ

ル
タ

イ
ム

正
社

員
よ

り
１

日
の

所
定

労
働

時
間

が
短

い
か

、
１

週
の

所
定

労
働

日
数

が
少

な
い

方
を

い
い

ま
す

。
正

社
員

と
１

日
の

所
定

労
働

時
間

や
１

週
の

所
定

労
働

日
数

が
ほ

ぼ
同

じ
(フ

ル
タ

イ
ム

)で
パ

ー
ト

、
ア

ル
バ

イ
ト

等
こ

れ
に

類
す

る
名

称
で

呼
ば

れ
て

い
る

場
合

も
含

み
ま

す
。

）
』
～
『

5
.労

働
者

派
遣

事
業

所
の

派
遣

社
員

（
労

働
者

派
遣

法
な

ど
に

基
づ

く
労

働
者

派
遣

事
業

所
な

ど
に

雇
用

さ
れ

、
そ

こ
か

ら
派

遣
さ

れ
て

い
る

人
を

い
い

ま
す

。
以

下
「

派
遣

社
員

」
と

い
う

）
』
　
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
方
の
み
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Q
13

現
在

の
雇

用
形

態
は

雇
用

期
間

の
定

め
の

あ
る

契
約

で
す

か
。

 

※
あ

な
た

が
派

遣
社

員
の

場
合

は
、

派
遣

元
で

の
雇

用
契

約
期

間
に

つ
い

て
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

期
間
の
定
め
が
あ
る
（
有
期
契
約
）

期
間
の
定
め
が
な
い
（
無
期
契
約
）

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
1

3
で
『

1
.期

間
の

定
め

が
あ

る
（

有
期

契
約

）
』
　
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
方
の
み

Q
14

雇
用

契
約

期
間

の
定

め
が

あ
る

場
合

の
雇

用
契

約
期

間
に

つ
い

て
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

※
あ

な
た

が
派

遣
社

員
の

場
合

は
、

派
遣

元
で

の
雇

用
契

約
期

間
に

つ
い

て
お

答
え

く
だ

さ
い

。

３
か
⽉
未
満

３
か
⽉

３
か
⽉
超
６
か
⽉
未
満

６
か
⽉

６
か
⽉
超
１
年
未
満

１
年

１
年
超
３
年
未
満

３
年

３
年
超
５
年
未
満

５
年

５
年
超
（
具
体
的
に
︓

年
）

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
1

4
で
『

9
.３

年
超

５
年

未
満
』
～
『

1
1

.５
年

超
（

具
体

的
に

：
』
　
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
方
の
み

労
働

基
準

法
で

は
、

一
回

の
契

約
期

間
の

長
さ

に
つ

い
て

、
原

則
上

限
３

年
と

し
て

い
ま

す
が

、
博

士
の

学
位

を
有

す
る

者
や

公
認

会
計

士
等

の
資

格
試

験
に

合
格

し
て

い
る

者
な

ど
高

度
で

専
門

的
な

知
識

を
有

す
る

労
働

者
及

び
満

６
０

歳
以

上
の

労
働

者
に

つ
い

て
は

特
例

と
し

て
上

限
５

年
と

し
て

い
ま

す
。

 

Q
15

あ
な

た
は

、
３

年
超

の
雇

用
契

約
期

間
と

な
っ

て
い

ま
す

が
、

労
働

基
準

法
の

規
定

に
従

い
、

以
下

の
い

ず
れ

か
に

該
当

し
ま

す
か

。
（

複
数

回
答

可
）

⾼
度
で
専
⾨
的
な
知
識
を
有
す
る
労
働
者

満
60

歳
以
上
の
労
働
者

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Q
16

期
間

の
定

め
が

１
年

を
超

え
る

有
期

労
働

契
約

（
一

定
の

場
合

を
除

く
）

の
場

合
に

は
、

労
働

契
約

期
間

の
初

日
か

ら
１

年
を

経
過

し
た

日
以

降
に

お
い

て
は

、
そ

の
使

用
者

に
申

し
出

る
こ

と
に

よ
り

、
い

つ
で

も
退

職
す

る
こ

と
が

で
き

る
、

と
い

う
労

働
基

準
法

上
の

規
定

が
あ

る
こ

と
を

知
っ

て
い

ま
す

か
。

知
っ
て
い
る

知
ら
な
い

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Q
17

こ
れ

ま
で

で
、

あ
な

た
は

有
期

契
約

の
契

約
期

間
の

途
中

に
退

職
を

申
し

出
た

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

。
あ

る
場

合
、

契
約

期
間

の
始

期
（

※
）

か
ら

ど
の

く
ら

い
経

過
し

て
か

ら
で

す
か

。
 

※
契

約
が

更
新

さ
れ

て
い

た
場

合
は

、
最

後
の

有
期

労
働

契
約

の
始

期
（
例

え
ば

、
１

年
契

約
を

２
回

更
新

し
、

３
回

目
（
３

年
目

）
の

契
約

期
間

中
に

退

職
を

申
し

出
た

場
合

は
、

３
回

目
（
３

年
目

）
の

初
日

）
と

し
ま

す
。

 

契
約
期
間
の
始
期
か
ら
１
か
⽉
以
内

契
約
期
間
の
始
期
か
ら
１
か
⽉
超
〜
３
か
⽉
以
内

契
約
期
間
の
始
期
か
ら
３
か
⽉
超
〜
６
か
⽉
以
内

契
約
期
間
の
始
期
か
ら
６
か
⽉
超
〜
１
年
以
内

契
約
期
間
の
始
期
か
ら
１
年
超
〜
２
年
以
内

契
約
期
間
の
始
期
か
ら
２
年
超
〜
３
年
以
内

契
約
期
間
の
始
期
か
ら
３
年
超

契
約
期
間
の
途
中
に
退
職
を
申
し
出
た
こ
と
は
な
い

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
1

7
で

『
1

.契
約

期
間

の
始

期
か

ら
１

か
月

以
内

』
～

『
7

.契
約

期
間

の
始

期
か

ら
３

年
超

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

Q
18

契
約

期
間

の
途

中
で

退
職

を
申

し
出

た
こ

と
で

、
使

用
者

と
ト

ラ
ブ

ル
に

な
り

ま
し

た
か

。
（

複
数

回
答

可
）

辞
め
な
い
で
ほ
し
い
と
引
き
留
め
ら
れ
、
希
望
の
時
期
に
退
職
で
き
な
か
っ
た

損
害
賠
償
を
求
め
ら
れ
た

辞
め
な
い
で
ほ
し
い
と
引
き
留
め
ら
れ
る
な
ど
し
た
が
、
希
望
の
時
期
に
退
職
で
き
た

そ
の
他

ト
ラ
ブ
ル
に
は
な
ら
な
か
っ
た

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
8

で
『

1
.正

社
員

（
雇

用
さ

れ
て

い
る

労
働

者
で

雇
用

期
間

の
定

め
の

な
い

正
社

員
を

い
い

ま
す

。
多

様
な

正
社

員
（

勤
務

地
、

職
務

（
職

種
）

、
勤

務
時

間
等

の
い

ず
れ

か
が

限
定

さ
れ

る
正

社
員

）
も

含
ま

れ
ま

す
。

ま
た

、
他

企
業

よ
り

出
向

契
約

に
基

づ
き

出
向

し
て

き
て

い
る

方
（

出
向

元
に

籍
を

置
い

て
い

る
か

ど
う

か
は

問
わ

な
い

）
も

含
ま

れ
ま

す
。

）
』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
  

ま
た
は

 
Q

1
3

で
『

2
.期

間
の

定
め

が
な

い
（

無
期

契
約

）
』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

2
0

1
2

年
8

月
に

改
正

さ
れ

、
2

0
1

3
年

4
月

よ
り

全
面

施
行

さ
れ

た
改

正
労

働
契

約
法

で
は

、
「

契
約

期
間

に
定

め
の

あ
る

労
働

者
（

有
期

契
約

労
働

者
）

」
が

反
復

更
新

で
通

算
5

年
を

超
え

た
場

合
の

無
期

契
約

へ
の

転
換

な
ど

が
規

定
さ

れ
ま

し
た

。
 

Q
19

あ
な

た
は

、
改

正
労

働
契

約
法

の
上

記
の

規
定

ま
た

は
会

社
独

自
の

無
期

転
換

ル
ー

ル
に

よ
り

、
有

期
契

約
労

働
者

か
ら

転
換

し
無

期
化

し
た

社
員

（
以

下
、

「
無

期
転

換
社

員
」

）
で

す
か

。
 

※
あ

な
た

が
派

遣
社

員
の

場
合

、
派

遣
元

で
の

無
期

契
約

へ
の

転
換

に
つ

い
て

お
答

え
く

だ
さ

い
。

無
期
転
換
社
員
で
あ
る

無
期
転
換
社
員
で
は
な
く
、
も
と
も
と
無
期
契
約
（
無
期
社
員
）
だ
っ
た
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-
-
-
-
＜
改
ペ
ー
ジ
＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

1
9
で
『
1
.無
期
転
換
社
員
で
あ
る
』
　
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
方
の
み

Q
20

有
期
契
約
の
社
員
区
分
か
ら
無
期
転
換
し
た
際
の
労
働
条
件
の
変
更
は
、
契
約
期
間
の
み
で
し
た
か
、
契
約
期
間
以
外
の
労
働
条
件
（
賃

金
や
勤
務
地
等
）
も
変
更
し
ま
し
た
か
。

転
換

時
に

変
更

さ
れ

た
の

は
契

約
期

間
の

み
 

（
有

期
契

約
か

ら
無

期
契

約
へ

の
変

更
の

み
で

、
契

約
期

間
以

外
は

有
期

契
約

時
の

労
働

条
件

を
引

き
継

い
で

い
る

）

転
換

時
に

契
約

期
間

以
外

の
労

働
条

件
も

変
更

さ
れ

た

-
-
-
-
＜
改
ペ
ー
ジ
＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

1
9
で
『
1
.無
期
転
換
社
員
で
あ
る
』
　
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
方
の
み

無
期
転
換
社
員
（
有
期
契
約
労
働
者
か
ら
転
換
し
無
期
化
し
た
社
員
）
の
方
に
お
聞
き
し
ま
す
。

Q
21

無
期
転
換
を
す
る
前
後
の
変
化
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
。
無
期
転
換
後
、
働
き
方
（
契
約
内
容
）
に
、
次
の
よ
う
な
変
化
は
あ
り
ま
し
た
か
。

（
複
数
回
答
可
）

職
種

が
変

更
に

な
っ

た

難
し

い
仕

事
を

任
さ

れ
た

り
、

責
任

が
重

く
な

っ
た

役
職

へ
の

登
⽤

が
あ

り
得

る
よ

う
に

な
っ

た

つ
け

る
役

職
の

上
限

が
引

き
上

げ
ら

れ
た

事
業

所
内

の
異

動
（

配
置

転
換

）
が

あ
り

得
る

よ
う

に
な

っ
た

事
業

所
間

の
、

転
居

を
伴

わ
な

い
転

勤
が

あ
り

得
る

よ
う

に
な

っ
た

事
業

所
間

の
、

転
居

を
伴

う
転

勤
が

あ
り

得
る

よ
う

に
な

っ
た

所
定

労
働

時
間

が
⻑

く
な

っ
た

（
フ

ル
タ

イ
ム

に
な

っ
た

）

残
業

や
休

⽇
出

勤
が

増
え

た

シ
フ

ト
勤

務
／

交
代

制
や

変
形

労
働

時
間

制
等

の
勤

務
制

度
が

、
適

⽤
さ

れ
る

よ
う

に
な

っ
た

そ
の

他

働
き

⽅
に

変
化

は
な

い
 

※
「

働
き

⽅
に

変
化

は
な

い
」

と
そ

れ
以

外
の

選
択

肢
を

同
時

に
選

択
す

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
。

-
-
-
-
＜
改
ペ
ー
ジ
＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

2
1
で
『
1
.職
種
が
変
更
に
な
っ
た
』
　
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
方
の
み

「
職
種
が
変
更
に
な
っ
た
」
と
回
答
し
た
方
に
お
聞
き
し
ま
す
。

Q
22

有
期
契
約
当
時
の
職
種
は
、
何
で
し
た
か
。

管
理

職

専
⾨

・
技

術
職

事
務

職

販
売

職

サ
ー

ビ
ス

職

保
安
職

製
造
・
⽣
産
⼯
程
職

輸
送
・
機
械
運
転
職

建
設
・
採
掘
職

運
搬
・
清
掃
等
労
務
職

そ
の
他

-
-
-
-
＜
改
ペ
ー
ジ
＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

1
9

で
『
1
.無
期
転
換
社
員
で
あ
る

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

Q
23

無
期
転
換
後
の
賃
金
や
労
働
条
件
（
契
約
内
容
）
に
、
次
の
よ
う
な
変
化
は
あ
り
ま
し
た
か
。
（
複
数
回
答
可
）

賃
⾦
の
⽀
払
形
態
が
変
わ
っ
た
（
時
給
制
→
⽉
給
制
等
）

基
本
的
な
賃
⾦
の
⽔
準
が
ア
ッ
プ
し
た

⽬
標
管
理
制
度
や
⼈
事
評
価
制
度
が
新
た
に
適
⽤
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

勤
続
年
数
等
に
伴
う
定
期
的
な
昇
給
が
あ
り
得
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
昇
給
⽔
準
が
ア
ッ
プ
し
た

評
価
等
に
応
じ
た
個
別
の
昇
給
が
あ
り
得
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
昇
給
⽔
準
が
ア
ッ
プ
し
た

新
た
な
⼿
当
が
⽀
給
さ
れ
た
り
、
こ
れ
ま
で
⽀
給
さ
れ
て
い
た
⼿
当
の
⽔
準
が
ア
ッ
プ
し
た

賞
与
・
⼀
時
⾦
が
新
た
に
⽀
給
さ
れ
た
り
、
そ
の
⽔
準
が
ア
ッ
プ
し
た

退
職
⾦
・
退
職
⼿
当
制
度
が
新
た
に
適
⽤
さ
れ
た
り
、
そ
の
内
容
が
充
実
し
た

厚
⽣
年
⾦
・
健
康
保
険
に
新
た
に
加
⼊
し
た

福
利
厚
⽣
制
度
（
施
設
・
サ
ー
ビ
ス
の
利
⽤
補
助
や
共
済
加
⼊
等
）
が
新
た
に
適
⽤
さ
れ
た
り
、
そ
の
内
容
が
充
実
し
た

有
給
休
暇
の
⽇
数
が
増
え
た
（
病
気
休
暇
や
慶
弔
休
暇
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇
な
ど
法
定
外
の
休
暇
の
付
与
等
）

健
康
診
断
の
内
容
が
充
実
し
た

職
場
内
で
の
教
育
訓
練
が
充
実
し
た

職
場
外
で
の
教
育
訓
練
（
⾃
⼰
啓
発
⽀
援
を
含
む
）
が
新
た
に
⾏
わ
れ
た
り
、
そ
の
内
容
が
充
実
し
た

そ
の
他

賃
⾦
や
労
働
条
件
に
変
化
は
な
い

 
※
「
賃
⾦
や
労
働
条
件
に
変
化
は
な
い
」
と
そ
れ
以
外
の
選
択
肢
を
同
時
に
選
択
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

-
-
-
-
＜
改
ペ
ー
ジ
＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

2
3

で
『
6
.新
た
な
手
当
が
支
給
さ
れ
た
り
、
こ
れ
ま
で
支
給
さ
れ
て
い
た
手
当
の
水
準
が
ア
ッ
プ
し
た

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

「
新

た
な

手
当

が
支

給
さ

れ
た

り
、

こ
れ

ま
で

支
給

さ
れ

て
い

た
手

当
の

水
準

が
ア

ッ
プ

し
た

」
と

回
答

し
た

方
に

お
聞

き
し

ま
す

。
 

Q
24

変
化
が
あ
っ
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
手
当
で
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

住
宅
⼿
当

家
族
（
配
偶
者
・
⼦
ど
も
等
）
⼿
当

通
勤
⼿
当
・
出
張
⼿
当

精
勤
（
皆
勤
）
⼿
当

⾷
事
⼿
当
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地
域
⼿
当

資
格
・
役
職
⼿
当

時
間
外
労
働
⼿
当

休
⽇
・
深
夜
労
働
⼿
当

危
険
度
や
作
業
環
境
に
応
じ
た
特
殊
作
業
⼿
当

交
代
制
等
の
適
⽤
に
応
じ
た
特
殊
勤
務
⼿
当

そ
の
他

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Q
25

無
期

転
換

ル
ー

ル
に

つ
い

て
お

聞
き

し
ま

す
。

無
期

転
換

ル
ー

ル
と

は
、

有
期

契
約

労
働

者
が

、
有

期
契

約
の

契
約

更
新

等
に

よ
り

契
約

期
間

が
通

算
５

年
を

超
え

た
場

合
に

、
労

働
者

の
申

込
み

に
よ

り
、

無
期

労
働

契
約

へ
移

行
で

き
る

制
度

で
す

。
こ

の
制

度
は

、
有

期
契

約
労

働
者

の
雇

用
の

安
定

を
図

る
た

め
に

導
入

さ
れ

た
も

の
で

す
。

 
無

期
転

換
ル

ー
ル

は
、

有
期

労
働

契
約

者
の

雇
用

の
安

定
化

に
ど

の
程

度
有

効
だ

と
思

い
ま

す
か

。
 

⼤
い
に
有
効

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
有
効

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
有
効
で
は
な
い

ま
っ
た
く
有
効
で
は
な
い

何
と
も
⾔
え
な
い
・
分
か
ら
な
い

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
2

5
で
『

3
.ど

ち
ら

か
と

い
え

ば
有

効
で

は
な

い
』
～
『

4
.ま

っ
た

く
有

効
で

は
な

い
』
　
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
方
の
み

Q
26

有
効

で
は

な
い

と
思

う
理

由
は

な
ん

で
す

か
。

（
複

数
回

答
可

）

労
働
者
の
多
く
は
希
望
し
な
い
と
思
う
か
ら

無
期
労
働
契
約
へ
移
⾏
で
き
て
も
、
正
社
員
に
な
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら

有
期
労
働
契
約
で
も
、
雇
⽤
は
あ
る
程
度
、
安
定
し
て
い
る
か
ら

か
え
っ
て
更
新
上
限
設
定
等
に
よ
る
雇
⽌
め
が
増
え
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら

会
社
側
に
希
望
を
⾔
い
出
し
に
く
い
か
ら
（
⾃
動
で
無
期
転
換
す
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
か
ら
）

更
新
等
の
上
限
設
定
や
ク
ー
リ
ン
グ
期
間
な
ど
、
ル
ー
ル
回
避
の
抜
け
道
が
あ
る
か
ら

勤
続
年
数
以
外
に
も
、
無
期
転
換
に
必
要
な
要
件
を
会
社
が
⾃
由
に
追
加
で
き
る
か
ら

罰
則
等
の
拘
束
⼒
が
な
い
か
ら

そ
の
他

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Q
27

現
在

の
勤

務
先

で
の

勤
続

年
数

は
、

何
年

で
す

か
。

以
下

で
最

も
近

い
と

思
わ

れ
る

年
数

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

 

※
出

向
や

転
勤

中
の

方
は

企
業

グ
ル

ー
プ

全
体

で
の

勤
続

年
数

を
お

答
え

く
だ

さ
い

。
契

約
期

間
に

定
め

が
あ

る
（
有

期
契

約
）
場

合
、

通
算

の
勤

続
年

数
を

お
答

え
く

だ
さ

い
。

 

※
あ

な
た

が
派

遣
社

員
の

場
合

は
、

派
遣

元
で

の
通

算
の

勤
続

年
数

を
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

1年
未
満

1年
以
上
2年

未
満

2年
以
上
3年

未
満

3年
以
上
4年

未
満

4年
以
上
5年

未
満

5年
以
上
6年

未
満

6年
以
上
7年

未
満

7年
以
上
10

年
未
満

10
年
以
上
20

年
未
満

20
年
以
上
30

年
未
満

30
年
以
上
40

年
未
満

40
年
以
上

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
8

で
『

2
.パ

ー
ト

・
ア

ル
バ

イ
ト

（
フ

ル
タ

イ
ム

正
社

員
よ

り
１

日
の

所
定

労
働

時
間

が
短

い
か

、
１

週
の

所
定

労
働

日
数

が
少

な
い

方
を

い
い

ま
す

。
正

社
員

と
１

日
の

所
定

労
働

時
間

や
１

週
の

所
定

労
働

日
数

が
ほ

ぼ
同

じ
(フ

ル
タ

イ
ム

)で
パ

ー
ト

、
ア

ル
バ

イ
ト

等
こ

れ
に

類
す

る
名

称
で

呼
ば

れ
て

い
る

場
合

も
含

み
ま

す
。

）
』
～

『
4

.嘱
託

（
定

年
退

職
者

等
を

再
雇

用
す

る
目

的
で

契
約

し
、

雇
用

さ
れ

る
方

を
い

い
ま

す
。

）
』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
  

か
つ

 
Q

1
3

で
『

1
.期

間
の

定
め

が
あ

る
（

有
期

契
約

）
』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

Q
28

あ
な

た
の

現
在

の
契

約
に

お
い

て
、

契
約

更
新

を
す

る
場

合
の

通
算

勤
続

年
数

の
上

限
は

何
年

で
す

か
。

通
算

勤
続

年
数

で
は

な
く

更
新

回
数

に
つ

い
て

上
限

が
設

け
ら

れ
て

い
る

場
合

に
は

、
あ

な
た

の
契

約
期

間
で

そ
の

更
新

回
数

分
更

新
し

た
場

合
の

通
算

勤
続

年
数

を
お

答
え

く
だ

さ
い

。

６
か
⽉
以
内

６
か
⽉
超
〜
１
年
以
内

１
年
超
〜
３
年
以
内

３
年
超
〜
５
年
以
内

５
年
超
〜
１
０
年
以
内

１
０
年
超

上
限
は
な
い

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
2

8
で

『
1

.６
か

月
以

内
』
～

『
4

.３
年

超
～

５
年

以
内

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

Q
29

会
社

か
ら

そ
の

通
算

勤
続

年
数

の
上

限
が

設
け

ら
れ

て
い

る
理

由
に

つ
い

て
説

明
は

あ
り

ま
し

た
か

。

説
明
を
求
め
る
前
に
会
社
か
ら
説
明
が
あ
っ
た

説
明
を
求
め
た
ら
会
社
か
ら
説
明
を
受
け
ら
れ
た

説
明
を
求
め
て
も
会
社
は
説
明
し
て
く
れ
な
か
っ
た

会
社
か
ら
特
に
説
明
は
な
か
っ
た
（
説
明
を
求
め
た
こ
と
も
な
い
）
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-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
2

9
で
『

3
.説

明
を

求
め

て
も

会
社

は
説

明
し

て
く

れ
な

か
っ

た
』
～
『

4
.会

社
か

ら
特

に
説

明
は

な
か

っ
た

（
説

明
を

求
め

た
こ

と
も

な
い

）
』
　
い
ず
れ
か
を
選

択
し
た
方
の
み

Q
30

会
社

に
対

し
て

、
な

ぜ
通

算
勤

続
年

数
の

上
限

を
設

け
て

い
る

の
か

説
明

を
求

め
た

い
で

す
か

。

求
め
た
い

必
要
な
い

分
か
ら
な
い

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
 -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
終

了
（

E
N

D
2

)】
 

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Q
31

現
在

の
職

種
は

次
の

ど
れ

に
あ

た
り

ま
す

か
。

 

※
派

遣
社

員
の

場
合

は
、

派
遣

先
で

従
事

す
る

職
種

を
お

選
び

く
だ

さ
い

。

管
理
職

専
⾨
・
技
術
職

事
務
職

販
売
職

サ
ー
ビ
ス
職

保
安
職

製
造
・
⽣
産
⼯
程
職

輸
送
・
機
械
運
転
職

建
設
・
採
掘
職

運
搬
・
清
掃
等
労
務
職

そ
の
他

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Q
32

あ
な

た
の

賃
金

の
算

定
方

法
（

給
与

形
態

）
は

次
の

ど
れ

に
当

た
り

ま
す

か
。

時
間
給

⽇
給

週
給

⽉
給

年
俸

そ
の
他

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
1

1
で

『
2

.多
様

な
正

社
員

（
い

わ
ゆ

る
正

社
員

と
比

較
す

る
と

、
勤

務
地

、
職

務
（

職
種

）
、

勤
務

時
間

等
の

い
ず

れ
か

が
限

定
さ

れ
て

い
る

正
社

員
）

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
  

ま
た
は

 
Q

8
で

『
2

.パ
ー

ト
・

ア
ル

バ
イ

ト
（

フ
ル

タ
イ

ム
正

社
員

よ
り

１
日

の
所

定
労

働
時

間
が

短
い

か
、

１
週

の
所

定
労

働
日

数
が

少
な

い
方

を
い

い
ま

す
。

正
社

員
と

１
日

の
所

定
労

働
時

間
や

１
週

の
所

定
労

働
日

数
が

ほ
ぼ

同
じ

(フ
ル

タ
イ

ム
)で

パ
ー

ト
、

ア
ル

バ
イ

ト
等

こ
れ

に
類

す
る

名
称

で
呼

ば
れ

て
い

る
場

合
も

含
み

ま
す

。
）

』
～

『
5

.労
働

者
派

遣
事

業
所

の
派

遣
社

員
（

労
働

者
派

遣
法

な
ど

に
基

づ
く

労
働

者
派

遣
事

業
所

な
ど

に
雇

用
さ

れ
、

そ
こ

か
ら

派
遣

さ
れ

て
い

る
人

を
い

い
ま

す
。

以
下

「
派

遣
社

員
」

と
い

う
）

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

Q
33

い
わ

ゆ
る

正
社

員
（

勤
務

地
、

職
務

（
職

種
）

、
勤

務
時

間
が

い
ず

れ
も

限
定

さ
れ

て
い

な
い

正
社

員
）

に
転

換
す

る
こ

と
な

し
に

（
現

在
の

社
員

区
分

の
ま

ま
で

）
昇

進
で

き
る

役
職

の
上

限
は

何
で

す
か

。
 

役
員
ま
で

部
⻑
相
当
職
ま
で

課
⻑
相
当
職
ま
で

係
⻑
相
当
職
ま
で

役
職
者
に
就
く
こ
と
は
な
い

わ
か
ら
な
い

Q
34

現
在

の
働

き
方

（
限

定
さ

れ
た

労
働

条
件

（
勤

務
地

、
職

務
（

職
種

）
、

勤
務

時
間

等
）

の
あ

る
働

き
方

）
を

選
ん

だ
理

由
は

何
で

す
か

。
（

複
数

回
答

可
）

⾃
分
の
都
合
の
よ
い
時
間
帯
・
曜
⽇
に
働
き
た
い
か
ら

勤
務
時
間
や
労
働
⽇
数
が
短
い
か
ら
（
残
業
が
な
い
・
少
な
い
等
）

労
働
時
間
・
業
務
内
容
に
⽐
し
て
賃
⾦
が
⾼
い
か
ら

専
⾨
性
の
あ
る
仕
事
に
就
き
た
か
っ
た
か
ら

資
格
・
技
能
を
活
か
し
て
働
き
た
か
っ
た
か
ら

責
任
の
重
く
な
い
仕
事
に
就
き
た
か
っ
た
か
ら

勤
務
地
が
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
（
⾃
宅
・
親
族
か
ら
近
い
等
）

正
社
員
に
⽐
べ
て
辞
め
や
す
い
か
ら

正
社
員
の
働
き
⼝
が
な
か
っ
た
か
ら

育
児
・
介
護
の
事
情
が
あ
っ
た
か
ら

疾
患
を
抱
え
て
い
た
か
ら

定
年
後
の
再
雇
⽤
だ
か
ら

そ
の
他

特
に
理
由
は
な
い
（
た
ま
た
ま
採
⽤
さ
れ
た
等
）

Q
35

現
在

の
会

社
に

は
、

あ
な

た
と

ほ
と

ん
ど

同
じ

仕
事

（
業

務
内

容
と

責
任

の
範

囲
）

を
し

て
い

る
正

社
員

が
い

ま
す

か
。

 

※
あ

な
た

が
多

様
な

正
社

員
（
例

え
ば

、
勤

務
地

限
定

正
社

員
や

職
務

限
定

正
社

員
、

勤
務

時
間

限
定

正
社

員
の

場
合

）
で

あ
る

場
合

に
は

、
あ

な
た

と

ほ
と

ん
ど

同
じ

仕
事

を
し

て
い

る
「
い

わ
ゆ

る
正

社
員

」
が

い
る

か
ど

う
か

、
で

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
 

※
あ

な
た

が
正

社
員

で
は

な
い

場
合

（
例

え
ば

、
パ

ー
ト

・
ア

ル
バ

イ
ト

や
契

約
社

員
、

嘱
託

、
派

遣
社

員
な

ど
の

場
合

）
は

、
「
い

わ
ゆ

る
正

社
員

」
や

「
多

様
な

正
社

員
」
を

含
め

た
「
正

社
員

」
に

つ
い

て
、

あ
な

た
と

ほ
と

ん
ど

同
じ

仕
事

を
し

て
い

る
「
正

社
員

」
が

い
る

か
ど

う
か

、
で

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
 

※
あ

な
た

が
派

遣
社

員
の

場
合

、
派

遣
先

の
職

場
で

お
考

え
く

だ
さ

い
。

い
る

正
社
員
は
い
る
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
仕
事
の
正
社
員
は
い
な
い
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そ も そ も 会 社

正 社 員 に の み

自 分 に も 制 度 が

金 額 が 低 い
。

正 社 員 と 同 等

わ か ら な い

正
社
員
が
い
な
い

-
-
-
-
＜
改
ペ
ー
ジ
＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

3
5

で
『
1
.い
る

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

以
下
の
設
問
で
は
、
現
在
の
会
社
に
、
あ
な
た
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
仕
事
（
業
務
内
容
と
責
任
の
範
囲
）
を
し
て
い
る
正
社
員
が
「
い
る
」
と
い
う
方
に
お
聞
き
し
ま

す
。

 

※
あ

な
た

が
派

遣
社

員
の

場
合

、
派

遣
先

の
職

場
で

お
考

え
く
だ

さ
い

。
 

※
あ

な
た

が
多

様
な

正
社

員
で

あ
る

場
合

（
例

え
ば

、
勤

務
地

限
定

正
社

員
や

職
務

限
定

正
社

員
、

勤
務

時
間

限
定

正
社

員
の

場
合

）
は

、
あ

な
た

と
ほ

と
ん

ど
同

じ
仕

事
を

し
て

い
る

「
い

わ
ゆ

る
正

社
員

」
に

つ
い

て
、

お
答

え
く
だ

さ
い

。
 

※
あ

な
た

が
正

社
員

で
な

い
場

合
（
例

え
ば

、
パ

ー
ト

・
ア

ル
バ

イ
ト

や
契

約
社

員
、

嘱
託

、
派

遣
社

員
な

ど
の

場
合

）
は

、
あ

な
た

と
ほ

と
ん

ど
同

じ
仕

事
を

し
て

い
る

「
い

わ
ゆ

る
正

社
員

」

や
多

様
な

正
社

員
を

含
め

た
「
正

社
員

」
に

つ
い

て
、

お
答

え
く
だ

さ
い

。
 

Q
36

あ
な
た
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
正
社
員
と
は
ど
ん
な
人
で
す
か
。
代
表
的
な
人
の
以
下
の
属
性
（
①
性
別
、
②
年
齢
、
③
タ
イ
プ
）

に
つ
い
て
わ
か
る
範
囲
で
お
答
え
く
だ
さ
い
。
（
複
数
い
る
場
合
は
、
も
っ
と
も
人
数
が
多
い
属
性
を
お
答
え
く
だ
さ
い
。
)

①
性
別

男
性

⼥
性

②
年
齢

25
歳
未
満

25
〜
30

歳
未
満

30
歳
代

40
歳
代

50
歳
代

60
歳
以
上

③
タ
イ
プ

採
⽤
さ
れ
て
間
も
な
い
正
社
員

育
児
や
介
護
な
ど
の
事
情
を
抱
え
て
い
る
正
社
員

勤
務
地
、
職
務
（
職
種
）
、
勤
務
地
等
が
限
定
さ
れ
て
い
る
正
社
員

上
記
の
タ
イ
プ
以
外
の
職
場
の
⼀
般
的
な
正
社
員

そ
の
他

Q
37

ほ
と
ん
ど
同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
正
社
員
と
比
較
し
て
、
あ
な
た
の
基
本
的
な
賃
金
（
基
本
給
）
の
水
準
を
ど
う
思
い
ま
す
か
。

ほ
と
ん
ど
同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
正
社
員
よ
り
も
⾼
い
賃
⾦
⽔
準
で
あ
る

ほ
と
ん
ど
同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
正
社
員
と
同
等
の
賃
⾦
⽔
準
で
あ
る

ほ
と
ん
ど
同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
正
社
員
よ
り
低
い
賃
⾦
⽔
準
で
あ
る

ほ
と
ん
ど
同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
正
社
員
の
賃
⾦
が
わ
か
ら
な
い

Q
38

賃
金
以
外
の
処
遇
な
ど
で
、
仕
事
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
正
社
員
と
比
べ
て
、
差
が
あ
る
と
思
う
も
の
は
あ
り
ま
す
か
。

 
 

制
度

が
あ

り
、

正
社

員
 

と
の

比
較

に
お

い
て

 

（

に 制 度 が な い 正 社 員 に も な い

制 度 の 適 用 が あ り
、

自 分 に は 適 用 さ れ な い

が 適 用 さ れ る が
、

待 遇 が 低 い

使 用 制 限 が あ る 等

以 上 の 取 り 扱 い

そ も そ も 会 社 に 制 度 が な い 正 社 員 に も な い

正 社 員 に の み 制 度 の 適 用 が あ り
、

自 分 に は 適 用 さ れ な い

自 分 に も 制 度 が 適 用 さ れ る が
、

待 遇 が 低 い

O F F J T が 少 な い 等

正 社 員 と 同 等 以 上 の 取 り 扱 い

わ か ら な い

定
期

昇
給

→

賞
与

→

退
職

金
→

通
勤

手
当

→

家
族

手
当

→

住
宅

手
当

→

健
康

保
険

／
厚

生
年

金
保

険
→

福
利

厚
生

（
施

設
利

用
）

→

福
利

厚
生

（
上

記
以

外
）

→

法
定

外
健

康
診

断
→

法
定

外
有

給
休

暇
→

Q
39

教
育
訓
練
面
に
お
い
て
、
仕
事
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
正
社
員
と
比
べ
て
、
差
が
あ
る
と
思
う
も
の
は
あ
り
ま
す
か
。

 

 
制

度
が

あ
り

、
正

社
員

 
と

の
比

較
に

お
い

て
 

計
画

的
な

職
場

内
教

育
訓

練
（
O

J
T
）

→

目
標

管
理

に
よ

る
動

機
付

け
→

育
成

目
的

の
ジ

ョ
ブ

・
ロ

ー
テ

ー
シ

ョ
ン

→

職
場

外
教

育
訓

練
（
O

ff
-
J
T
）

→

自
己

啓
発

費
用

補
助

→（ ）

）

（ ）

（
ー

）
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-
-
-
-
＜
改
ペ
ー
ジ
＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

3
5
で
『
1
.い
る
』
　
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
方
の
み

以
下
の
設
問
で
は
、
あ
な
た
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
正
社
員
と
の
比
較
で
お
答
え
く
だ
さ
い
。

Q
4
0

仕
事
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
正
社
員
と
の
待
遇
の
差
に
つ
い
て
、
会
社
か
ら
説
明
を
受
け
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

あ
る

な
い

分
か
ら
な
い

Q
4
1

勤
務
先
企
業
に
お
け
る
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
正
社
員
と
待
遇
（
御
自
身
の
就
労
状
況
・
処
遇
・
昇
進
）
を
比
較
し
て
、
あ
な
た
の
満

足
度
は
ど
う
で
す
か
。

⾮
常
に
満
⾜

や
や
満
⾜

や
や
不
満

⾮
常
に
不
満

-
-
-
-
＜
改
ペ
ー
ジ
＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

4
1
で
『
3
.や
や
不
満
』
～
『
4
.非
常
に
不
満
』
　
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
方
の
み

Q
4
2

不
満
を
感
じ
た
具
体
的
な
事
柄
に
つ
い
て
、
教
え
て
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

昇
進
に
上
限
が
あ
る

不
合
理
な
昇
進
ス
ピ
ー
ド
の
差
が
あ
る

不
合
理
な
賃
⾦
差
が
あ
る

福
利
厚
⽣
の
適
⽤
で
不
合
理
な
差
が
あ
る
（
⾷
堂
や
更
⾐
室
な
ど
の
利
⽤
制
限
な
ど
）

教
育
訓
練
で
不
合
理
な
差
が
あ
る

短
時
間
労
働
し
か
で
き
な
い
中
、
締
切
ま
で
に
⼗
分
な
余
裕
の
な
い
仕
事
発
注
が
多
い

労
働
時
間
と
⽐
較
し
て
、
業
務
量
が
過
⼤
で
あ
る

共
有
が
し
っ
か
り
と
な
さ
れ
な
い
情
報
が
多
い

正
社
員
と
他
の
社
員
区
分
と
の
間
の
転
換
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い

限
定
し
た
職
務
内
容
以
外
の
業
務
を
⼿
伝
う
よ
う
に
発
注
・
指
⽰
さ
れ
る

そ
の
他

Q
4
3

不
満
を
感
じ
て
い
る
正
社
員
と
の
待
遇
の
差
の
理
由
に
つ
い
て
、
会
社
に
説
明
を
求
め
た
い
で
す
か
。

求
め
た
い

必
要
な
い

わ
か
ら
な
い

-
-
-
-
＜
改
ペ
ー
ジ
＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Q
4
4

現
在

の
会

社
に

は
、

多
様

な
正

社
員

（
い

わ
ゆ

る
正

社
員

と
比

較
す

る
と

、
勤

務
地

、
職

務
（

職
種

）
、

勤
務

時
間

等
の

い
ず

れ
か

が
限

定
さ

れ
て

い
る

正
社

員
）

と
し

て
、

以
下

の
就

業
形

態
が

あ
り

ま
す

か
。

（
複

数
回

答
可

）

勤
務

地
限

定
正

社
員

 
（

就
業

す
る

地
域

が
特

定
さ

れ
て

い
る

か
、

⼀
定

の
範

囲
内

に
あ

ら
か

じ
め

決
め

ら
れ

て
い

る
働

き
⽅

の
正

社
員

）

職
務

限
定

正
社

員
 

（
従

事
す

る
職

務
（

職
種

）
が

特
定

さ
れ

て
い

る
か

、
⼀

定
の

範
囲

内
に

あ
ら

か
じ

め
決

め
ら

れ
て

い
る

働
き

⽅
の

正
社

員
）

勤
務

時
間

限
定

正
社

員
 

（
所

定
の

勤
務

時
間

を
超

え
た

勤
務

は
な

い
か

、
あ

っ
て

も
⼀

定
の

場
合

の
限

ら
れ

た
時

間
に

あ
ら

か
じ

め
決

め
ら

れ
て

い
る

働
き

⽅
の

正
社

員
）

以
上

の
社

員
区

分
が

な
い

わ
か

ら
な

い

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
4

4
で

『
1

.勤
務

地
限

定
正

社
員

（
就

業
す

る
地

域
が

特
定

さ
れ

て
い

る
か

、
一

定
の

範
囲

内
に

あ
ら

か
じ

め
決

め
ら

れ
て

い
る

働
き

方
の

正
社

員
）

』
～

『
3

.
勤

務
時

間
限

定
正

社
員

（
所

定
の

勤
務

時
間

を
超

え
た

勤
務

は
な

い
か

、
あ

っ
て

も
一

定
の

場
合

の
限

ら
れ

た
時

間
に

あ
ら

か
じ

め
決

め
ら

れ
て

い
る

働
き

方
の

正
社

員
）

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
  

ま
た
は

 
Q

1
1

で
『

2
.多

様
な

正
社

員
（

い
わ

ゆ
る

正
社

員
と

比
較

す
る

と
、

勤
務

地
、

職
務

（
職

種
）

、
勤

務
時

間
等

の
い

ず
れ

か
が

限
定

さ
れ

て
い

る
正

社
員

）
』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

Q
4
5

あ
な

た
は

、
現

在
の

会
社

で
、

あ
な

た
の

現
在

の
就

業
形

態
か

ら
、

以
下

の
就

業
形

態
に

転
換

す
る

こ
と

（
※

）
が

で
き

ま
す

か
。

（
複

数
回

答
可

）
 

※
こ

こ
で

の
「
就

業
形

態
の

転
換

」
と

は
、

正
社

員
か

ら
勤

務
地

限
定

正
社

員
に

転
換

す
る

こ
と

や
、

パ
ー

ト
か

ら
正

社
員

へ
の

転
換

制
度

や
登

用
な

ど

を
通

じ
て

就
業

形
態

が
変

わ
る

こ
と

を
い

い
ま

す
（
転

職
や

中
途

採
用

に
よ

り
就

業
形

態
が

変
わ

る
こ

と
で

は
あ

り
ま

せ
ん

）
。

 

い
わ

ゆ
る

正
社

員
に

転
換

で
き

る

勤
務

地
限

定
正

社
員

に
転

換
で

き
る

職
務

限
定

正
社

員
に

転
換

で
き

る

勤
務

時
間

限
定

正
社

員
に

転
換

で
き

る

以
上

の
い

ず
れ

に
も

転
換

で
き

な
い

わ
か

ら
な

い

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Q
4
6

あ
な

た
の

現
在

の
就

業
形

態
は

、
現

在
の

会
社

で
、

転
換

に
よ

っ
て

就
い

た
就

業
形

態
で

す
か

。
 

（
例

え
ば

、
契

約
社

員
か

ら
正

社
員

に
転

換
し

た
場

合
や

、
有

期
契

約
か

ら
無

期
契

約
に

転
換

し
た

場
合

、
い

わ
ゆ

る
正

社
員

か
ら

勤
務

地
限

定
正

社
員

に
転

換
し

た
場

合
な

ど
）

。

転
換

し
た

こ
と

で
現

在
の

就
業

形
態

に
な

っ
た

転
換

し
た

こ
と

で
現

在
の

就
業

形
態

に
な

っ
た

わ
け

で
は

な
い

 
（

新
卒

採
⽤

や
中

途
採

⽤
、

求
⼈

応
募

な
ど

で
現

在
の

就
業

形
態

に
な

っ
た

）

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
4

6
で

『
1

.転
換

し
た

こ
と

で
現

在
の

就
業

形
態

に
な

っ
た

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

Q
4
7

転
換

し
た

こ
と

で
現

在
の

就
業

形
態

に
な

っ
た

方
に

お
聞

き
し

ま
す

。
現

在
の

就
業

形
態

に
転

換
す

る
前

に
就

い
て

い
た

就
業

形
態

（
転

換
前

の
就

業
形

態
）

は
何

で
し

た
か

。
以

下
の

就
業

形
態

で
も

っ
と

も
近

い
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。

い
わ

ゆ
る

正
社

員
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勤
務
地
限
定
正
社
員

職
務
限
定
正
社
員

勤
務
時
間
限
定
正
社
員

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
（
有
期
契
約
）

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
（
無
期
契
約
）

契
約
社
員
（
有
期
契
約
）

契
約
社
員
（
無
期
契
約
）

嘱
託
（
有
期
契
約
）

嘱
託
（
無
期
契
約
）

派
遣
社
員
（
有
期
契
約
）

派
遣
社
員
（
無
期
契
約
）

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
1

1
で

『
2

.多
様

な
正

社
員

（
い

わ
ゆ

る
正

社
員

と
比

較
す

る
と

、
勤

務
地

、
職

務
（

職
種

）
、

勤
務

時
間

等
の

い
ず

れ
か

が
限

定
さ

れ
て

い
る

正
社

員
）

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
  

ま
た
は

 
Q

8
で

『
2

.パ
ー

ト
・

ア
ル

バ
イ

ト
（

フ
ル

タ
イ

ム
正

社
員

よ
り

１
日

の
所

定
労

働
時

間
が

短
い

か
、

１
週

の
所

定
労

働
日

数
が

少
な

い
方

を
い

い
ま

す
。

正
社

員
と

１
日

の
所

定
労

働
時

間
や

１
週

の
所

定
労

働
日

数
が

ほ
ぼ

同
じ

(フ
ル

タ
イ

ム
)で

パ
ー

ト
、

ア
ル

バ
イ

ト
等

こ
れ

に
類

す
る

名
称

で
呼

ば
れ

て
い

る
場

合
も

含
み

ま
す

。
）

』
～

『
5

.労
働

者
派

遣
事

業
所

の
派

遣
社

員
（

労
働

者
派

遣
法

な
ど

に
基

づ
く

労
働

者
派

遣
事

業
所

な
ど

に
雇

用
さ

れ
、

そ
こ

か
ら

派
遣

さ
れ

て
い

る
人

を
い

い
ま

す
。

以
下

「
派

遣
社

員
」

と
い

う
）

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

Q
4
8

い
わ

ゆ
る

正
社

員
（

勤
務

地
、

職
務

、
勤

務
時

間
が

い
ず

れ
も

限
定

さ
れ

て
い

な
い

正
社

員
）

に
転

換
で

き
る

制
度

が
あ

っ
た

と
し

た
ら

、
転

換
を

希
望

し
ま

す
か

。
 

希
望
す
る

希
望
し
な
い

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
4

8
で

『
1

.希
望

す
る

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

Q
4
9

い
わ

ゆ
る

正
社

員
（

勤
務

地
、

職
務

、
勤

務
時

間
が

い
ず

れ
も

限
定

さ
れ

て
い

な
い

正
社

員
）

へ
の

転
換

を
希

望
す

る
理

由
は

な
ん

で
す

か
。

（
複

数
回

答
可

）

賃
⾦
が
上
昇
す
る
か
ら

職
務
や
権
限
の
範
囲
が
拡
⼤
す
る
か
ら

昇
進
が
早
く
な
る
か
ら

そ
の
他

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
4

8
で

『
2

.希
望

し
な

い
』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

Q
50

い
わ

ゆ
る

正
社

員
（

勤
務

地
、

職
務

、
勤

務
時

間
が

い
ず

れ
も

限
定

さ
れ

て
い

な
い

正
社

員
）

へ
の

転
換

を
希

望
し

な
い

理
由

は
な

ん
で

す
か

。
（

複
数

回
答

可
）

⾃
分
の
都
合
の
よ
い
時
間
で
働
け
な
く
な
る
か
ら

家
事
・
育
児
・
介
護
等
と
両
⽴
で
き
な
く
な
る
か
ら

勤
務
時
間
や
労
働
⽇
数
が
⻑
く
な
る
の
は
い
や
だ
か
ら

配
置
転
換
な
ど
で
現
在
の
仕
事
や
職
場
で
働
け
な
く
な
る
の
は
い
や
だ
か
ら

管
理
監
督
な
ど
の
責
任
を
負
う
の
が
い
や
だ
か
ら

仕
事
内
容
が
難
し
く
な
る
／
仕
事
の
範
囲
が
広
が
る
の
が
い
や
だ
か
ら

通
勤
時
間
が
⻑
く
な
る
の
は
困
る
か
ら
／
い
や
だ
か
ら

転
勤
が
あ
り
う
る
の
は
困
る
か
ら
／
い
や
だ
か
ら

賃
⾦
や
待
遇
が
特
に
よ
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら

賃
⾦
の
調
整
が
で
き
な
く
な
る
か
ら

組
織
に
縛
ら
れ
る
働
き
⽅
は
い
や
だ
か
ら

⾃
分
の
都
合
で
辞
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
か
ら

精
神
的
、
体
⼒
的
に
対
応
で
き
な
い
か
ら

そ
の
他

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
1

1
で
『

1
.い

わ
ゆ

る
正

社
員

（
勤

務
地

、
職

務
（

職
種

）
、

勤
務

時
間

が
い

ず
れ

も
限

定
さ

れ
て

い
な

い
正

社
員

）
』
　
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
方
の
み

Q
51

今
後

、
５

年
先

を
見

据
え

て
、

多
様

な
正

社
員

（
例

え
ば

、
勤

務
地

限
定

正
社

員
や

職
務

限
定

正
社

員
、

勤
務

時
間

限
定

正
社

員
）

と
い

っ
た

働
き

方
を

希
望

す
る

可
能

性
が

あ
る

と
思

い
ま

す
か

。
現

在
の

勤
務

先
企

業
に

お
け

る
多

様
な

正
社

員
と

い
っ

た
働

き
方

の
導

入
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、
今

後
の

意
向

を
教

え
て

く
だ

さ
い

。
 

※
い

わ
ゆ

る
正

社
員

か
ら

多
様

な
正

社
員

に
な

る
制

度
が

、
会

社
に

あ
る

前
提

で
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

希
望
す
る
可
能
性
が
あ
る

希
望
す
る
こ
と
は
な
い

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
5

1
で
『

1
.希

望
す

る
可

能
性

が
あ

る
』
　
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
方
の
み

Q
52

多
様

な
正

社
員

を
希

望
す

る
可

能
性

が
あ

る
理

由
は

何
で

す
か

。
（

複
数

回
答

可
）

仕
事
と
育
児
の
両
⽴

仕
事
と
介
護
の
両
⽴

仕
事
と
病
気
治
療
の
両
⽴

余
暇
時
間
を
⼤
切
に
し
た
い

勤
務
地
を
限
定
し
て
働
き
た
い
（
転
勤
等
で
住
み
慣
れ
た
場
所
を
離
れ
た
く
な
い
）

職
務
を
限
定
し
て
専
⾨
性
を
⾼
め
た
い

職
務
を
限
定
し
た
⽅
が
今
後
の
キ
ャ
リ
ア
設
計
を
し
や
す
い

雇
⽤
が
保
障
さ
れ
る
・
維
持
さ
れ
る

賃
⾦
が
上
が
る

定
年
が
近
い

そ
の
他
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-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
5

1
で

『
2

.希
望

す
る

こ
と

は
な

い
』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

Q
53

多
様

な
正

社
員

を
希

望
し

な
い

理
由

は
何

で
す

か
。

（
複

数
回

答
可

）

賃
⾦
が
低
下
す
る

昇
進
が
遅
れ
る

多
様
な
経
験
を
通
じ
て
、
能
⼒
を
向
上
さ
せ
た
い

結
婚
し
て
⼦
供
が
い
る
可
能
性
が
低
い

親
が
介
護
を
要
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
低
い

職
務
を
限
定
し
専
⾨
性
を
向
上
さ
せ
て
も
、
そ
れ
に
⾒
合
っ
た
額
の
賃
⾦
が
払
わ
れ
な
い

職
務
を
限
定
す
る
と
、
キ
ャ
リ
ア
設
計
も
限
定
さ
れ
る

そ
の
他

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
1

1
で

『
1

.い
わ

ゆ
る

正
社

員
（

勤
務

地
、

職
務

（
職

種
）

、
勤

務
時

間
が

い
ず

れ
も

限
定

さ
れ

て
い

な
い

正
社

員
）

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

Q
54

多
様

な
正

社
員

制
度

の
利

用
に

際
し

て
、

必
要

な
支

援
や

配
慮

は
何

だ
と

思
い

ま
す

か
。

（
複

数
回

答
可

）
 

※
い

わ
ゆ

る
正

社
員

か
ら

多
様

な
正

社
員

に
な

る
制

度
が

、
会

社
に

あ
る

前
提

で
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

採
⽤
段
階
か
ら
多
様
な
正
社
員
の
採
⽤
枠
を
設
け
て
ほ
し
い

多
様
な
正
社
員
の
⼈
数
を
増
や
し
て
ほ
し
い

希
望
を
出
せ
る
勤
務
地
・
職
務
の
選
択
肢
を
増
や
し
て
ほ
し
い

転
換
希
望
を
出
せ
る
頻
度
を
増
や
し
て
ほ
し
い
（
転
換
意
向
聴
取
時
期
を
増
や
す
等
）

多
様
な
正
社
員
と
い
わ
ゆ
る
正
社
員
と
の
相
互
転
換
を
容
易
に
し
て
ほ
し
い

多
様
な
正
社
員
へ
の
転
換
で
⽣
じ
る
賃
⾦
低
下
を
納
得
で
き
る
も
の
に
し
て
ほ
し
い

多
様
な
正
社
員
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
昇
進
ス
ピ
ー
ド
が
遅
れ
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い

勤
務
地
や
職
務
等
の
限
定
で
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
⽀
障
が
で
な
い
よ
う
に
研
修
を
強
化
し
て
ほ
し
い

勤
務
地
や
職
務
等
の
限
定
内
容
を
書
⾯
等
で
明
⽰
し
て
ほ
し
い

勤
務
地
や
職
務
等
の
限
定
内
容
に
応
じ
て
、
将
来
の
キ
ャ
リ
ア
展
望
の
情
報
開
⽰
を
し
て
ほ
し
い

そ
の
他

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
1

1
で

『
2

.多
様

な
正

社
員

（
い

わ
ゆ

る
正

社
員

と
比

較
す

る
と

、
勤

務
地

、
職

務
（

職
種

）
、

勤
務

時
間

等
の

い
ず

れ
か

が
限

定
さ

れ
て

い
る

正
社

員
）

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
  

ま
た
は

 
S

C
1

3
×

S
C

1
9

で
『

1
.S

C
1

3
で

『
2

.期
間

の
定

め
が

な
い

（
無

期
契

約
）

』
い

ず
れ

か
を

選
択

し
た

か
つ

S
C

1
9

で
『

1
.無

期
転

換
社

員
で

あ
る

』
い

ず
れ

か
を

選
択

し
た

方
の

み
』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

Q
55

あ
な
た
の
労
働
条
件
の
限
定
内
容
（
例
え
ば
、
労
働
条
件
で
勤
務
地
や
職
務
（
職
種
）
、
勤
務
時
間
な
ど
の
限
定
が
あ
る
場
合
な
ど
）
に
つ
い

て
、
会
社
側
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
規
定
し
て
い
ま
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

就
業
規
則
で
規
定
し
て
い
る

労
働
協
約
で
規
定
し
て
い
る

個
別
契
約
で
規
定
し
て
い
る

そ
の
他

特
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い

会
社
側
が
労
働
条
件
を
設
定
し
て
い
る
⽅
法
は
わ
か
ら
な
い

Q
56

あ
な
た
の
労
働
条
件
（
勤
務
地
や
職
務
（
職
種
）
、
勤
務
時
間
な
ど
）
の
限
定
内
容
に
つ
い
て
、
会
社
側
か
ら
ど
の
よ
う
な
方
法
で
説
明
を
受
け

ま
し
た
か
。

書
⾯
に
よ
り
明
⽰
さ
れ
、
か
つ
⼝
頭
で
説
明
を
受
け
た

書
⾯
を
渡
さ
れ
た
の
み
で
、
⼝
頭
に
よ
る
説
明
は
な
か
っ
た

書
⾯
は
渡
さ
れ
ず
、
⼝
頭
で
の
み
説
明
を
受
け
た

⼀
切
、
説
明
を
受
け
て
い
な
い

Q
57

こ
の
よ
う
な
会
社
側
の
説
明
方
法
や
、
会
社
か
ら
説
明
が
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
労
働
条
件
（
勤
務
地
や
職
務
（
職
種
）
、
勤
務
時
間
な

ど
）
の
限
定
内
容
に
つ
い
て
、
変
更
を
命
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

あ
る

な
い

-
-
-
-
＜
改
ペ
ー
ジ
＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

1
1

で
『
2
.多
様
な
正
社
員
（
い
わ
ゆ
る
正
社
員
と
比
較
す
る
と
、
勤
務
地
、
職
務
（
職
種
）
、
勤
務
時
間
等
の
い
ず
れ
か
が
限
定
さ
れ
て
い
る
正
社
員
）

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
  

ま
た
は

 
S

C
1

3
×

S
C

1
9

で
『
1
.S
C
1
3
で
『
2
.期
間
の
定
め
が
な
い
（
無
期
契
約
）
』
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
か
つ
S
C
1
9
で
『
1
.無
期
転
換
社
員
で
あ
る
』
い
ず
れ
か
を

選
択
し
た
方
の
み

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

Q
58

現
在
の
会
社
に
お
い
て
、
過
去
5
年
間
で
、
あ
な
た
の
労
働
条
件
（
勤
務
地
や
職
務
（
職
種
）
、
勤
務
時
間
な
ど
）
の
限
定
内
容
を
変
更
し
た
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
。

現
在
の
会
社
に
お
い
て
、
過
去
5年

間
に
変
更
は
な
い

会
社
の
都
合
で
変
更
し
た

⾃
分
の
都
合
で
変
更
し
た

会
社
の
都
合
で
変
更
し
た
こ
と
も
、
⾃
分
の
都
合
で
変
更
し
た
こ
と
も
あ
る

-
-
-
-
＜
改
ペ
ー
ジ
＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回
答
者
条
件
】

  
Q
5
8

で
『
2
.会
社
の
都
合
で
変
更
し
た

』
～

『
4
.会
社
の
都
合
で
変
更
し
た
こ
と
も
、
自
分
の
都
合
で
変
更
し
た
こ
と
も
あ
る

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

Q
59

変
更
し
た
労
働
条
件
（
勤
務
地
や
職
務
（
職
種
）
、
勤
務
時
間
な
ど
）
の
限
定
内
容
は
な
ん
で
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

勤
務
地
の
変
更
が
あ
っ
た

他
の
職
務
（
職
種
）
へ
の
配
転
に
よ
る
変
更
が
あ
っ
た

所
定
の
勤
務
時
間
の
変
更
が
あ
っ
た
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そ
の

他

-
-
-
-
＜
改
ペ
ー
ジ
＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

5
9
で
『
1
.勤
務
地
の
変
更
が
あ
っ
た
』
　
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
方
の
み

Q
6
0

「
勤
務
地
の
変
更
が
あ
っ
た
」
場
合
、
そ
の
変
更
に
よ
っ
て
転
勤
（
転
居
転
勤
）
は
あ
り
ま
し
た
か
。

転
居

転
勤

が
あ

っ
た

転
居

転
勤

は
な

か
っ

た
 

（
転

居
転

勤
を

要
さ

ず
に

、
勤

務
地

が
変

更
さ

れ
た

)

-
-
-
-
＜
改
ペ
ー
ジ
＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

5
8
で
『
2
.会
社
の
都
合
で
変
更
し
た
』
～
『
4
.会
社
の
都
合
で
変
更
し
た
こ
と
も
、
自
分
の
都
合
で
変
更
し
た
こ
と
も
あ
る
』
　
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
方
の
み

Q
6
1

労
働
条
件
（
勤
務
地
や
職
務
（
職
種
）
、
勤
務
時
間
な
ど
）
の
限
定
内
容
を
変
更
し
た
際
に
、
労
働
条
件
（
勤
務
地
や
職
務
（
職
種
）
、
勤
務
時

間
な
ど
）
の
限
定
内
容
を
変
更
す
る
方
法
は
何
で
し
た
か
。
（
複
数
回
答
可
）

就
業

規
則

で
変

更
し

た

労
働

協
約

で
変

更
し

た

個
別

契
約

で
変

更
し

た

そ
の

他

特
段

の
⼿

続
き

を
経

る
こ

と
な

く
変

更
し

た

会
社

側
が

ど
の

よ
う

な
⽅

法
で

労
働

条
件

を
変

更
し

た
か

わ
か

ら
な

い

-
-
-
-
＜
改
ペ
ー
ジ
＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

5
8
で
『
2
.会
社
の
都
合
で
変
更
し
た
』
、
『
4
.会
社
の
都
合
で
変
更
し
た
こ
と
も
、
自
分
の
都
合
で
変
更
し
た
こ
と
も
あ
る
』
　
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
方
の
み

Q
6
2

会
社
側
は
あ
な
た
の
同
意
を
得
て
か
ら
労
働
条
件
（
勤
務
地
や
職
務
（
職
種
）
、
勤
務
時
間
な
ど
）
の
限
定
内
容
を
変
更
し
ま
し
た
か
。

同
意

を
得

て
労

働
条

件
を

変
更

し
た

同
意

を
得

ず
に

労
働

条
件

を
変

更
さ

れ
た

Q
6
3

労
働
条
件
（
勤
務
地
や
職
務
（
職
種
）
、
勤
務
時
間
な
ど
）
の
限
定
内
容
の
変
更
に
際
し
て
、
会
社
側
か
ら
ど
の
よ
う
な
方
法
で
説
明
を
受
け
ま

し
た
か
。

書
⾯

に
よ

り
明

⽰
さ

れ
、

か
つ

⼝
頭

で
説

明
を

受
け

た

書
⾯

を
渡

さ
れ

た
の

み
で

、
⼝

頭
に

よ
る

説
明

は
な

か
っ

た

書
⾯

は
渡

さ
れ

ず
、

⼝
頭

で
の

み
説

明
を

受
け

た

⼀
切

、
説

明
を

受
け

て
い

な
い

-
-
-
-
＜
改
ペ
ー
ジ
＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

1
1

で
『
2
.多
様
な
正
社
員
（
い
わ
ゆ
る
正
社
員
と
比
較
す
る
と
、
勤
務
地
、
職
務
（
職
種
）
、
勤
務
時
間
等
の
い
ず
れ
か
が
限
定
さ
れ
て
い
る
正
社
員
）

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
  

ま
た
は

 
S

C
1

3
×

S
C

1
9

で
『
1
.S
C
1
3
で
『
2
.期
間
の
定
め
が
な
い
（
無
期
契
約
）
』
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
か
つ
S
C
1
9
で
『
1
.無
期
転
換
社
員
で
あ
る
』
い
ず
れ
か
を

選
択
し
た
方
の
み

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

Q
6
4

現
在
の
会
社
に
お
い
て
、
過
去
5
年
間
で
、
あ
な
た
は
、
限
定
さ
れ
た
労
働
条
件
に
つ
い
て
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

あ
っ
た

な
か
っ
た

-
-
-
-
＜
改
ペ
ー
ジ
＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

6
4

で
『
1
.あ
っ
た

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

Q
6
5

ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
は
何
で
す
か
。
（
複
数
回
答
可
）

会
社
の
指
⽰
が
限
定
内
容
に
反
し
て
い
た
か
ら

限
定
区
分
の
変
更
（
職
務
（
職
種
）
変
更
や
勤
務
地
変
更
等
）
に
納
得
が
い
か
な
か
っ
た

限
定
区
分
の
変
更
（
職
務
（
職
種
）
変
更
や
勤
務
地
変
更
等
）
に
対
す
る
説
明
が
不
⼗
分

限
定
区
分
の
変
更
（
職
務
（
職
種
）
変
更
や
勤
務
地
変
更
等
）
を
受
け
⼊
れ
た
場
合
の
補
償
や
配
慮
が
⾜
り
な
い

限
定
区
分
や
限
定
内
容
の
変
更
に
関
す
る
協
議
に
会
社
側
が
応
じ
な
い

限
定
内
容
・
規
程
⾯
で
会
社
側
と
多
様
な
正
社
員
側
と
で
折
り
合
わ
な
か
っ
た

正
社
員
と
の
待
遇
差
に
不
満
が
あ
っ
た

正
社
員
に
転
換
で
き
る
制
度
が
な
い
こ
と
に
不
満
が
あ
っ
た

そ
の
他

Q
6
6

そ
の
と
き
ど
の
よ
う
に
し
て
解
決
し
ま
し
た
か
。
（
複
数
回
答
可
）

会
社
と
の
話
合
い
で
解
決

労
働
組
合
と
の
話
合
い
を
通
じ
て
解
決

社
内
の
苦
情
処
理
機
関
で
解
決

外
部
の
紛
争
解
決
機
関
で
解
決

労
働
審
判
制
で
解
決

裁
判
で
解
決
（
和
解
を
含
む
。
）

そ
の
他

解
決
し
な
か
っ
た
（
現
在
係
争
中
、
う
や
む
や
に
さ
れ
た
な
ど
）

-
-
-
-
＜
改
ペ
ー
ジ
＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回
答
者
条
件
】

  
Q

1
1

で
『
1
.い
わ
ゆ
る
正
社
員
（
勤
務
地
、
職
務
（
職
種
）
、
勤
務
時
間
が
い
ず
れ
も
限
定
さ
れ
て
い
な
い
正
社
員
）

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

Q
6
7

勤
務
先
企
業
に
お
け
る
多
様
な
正
社
員
と
、
御
自
身
の
就
労
状
況
・
処
遇
・
昇
進
を
比
較
し
て
、
不
満
を
感
じ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

⾮
常
に
不
満
で
あ
る
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ま
あ
不
満
で
あ
る

あ
ま
り
不
満
は
な
い

ま
っ
た
く
不
満
は
な
い

職
場
に
多
様
な
正
社
員
が
い
な
い

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
6

7
で
『

1
.非

常
に

不
満

で
あ

る
』
～
『

2
.ま

あ
不

満
で

あ
る
』
　
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
方
の
み

Q
6
8

不
満

を
感

じ
た

具
体

的
な

事
柄

に
つ

い
て

、
教

え
て

く
だ

さ
い

。
（

複
数

回
答

可
）

合
理
的
な
賃
⾦
差
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い

合
理
的
な
昇
進
ス
ピ
ー
ド
の
差
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い

多
様
な
正
社
員
の
就
労
状
況
に
配
慮
す
る
た
め
、
⾃
⾝
の
計
画
的
な
休
暇
が
取
得
し
づ
ら
く
な
っ
た

労
働
時
間
と
⽐
較
し
て
、
業
務
量
が
過
⼤
に
な
っ
た

多
様
な
正
社
員
以
外
の
社
員
の
転
勤
が
増
え
た

多
様
な
正
社
員
以
外
の
社
員
の
望
ま
な
い
配
置
転
換
が
増
え
た

職
務
内
容
が
限
定
さ
れ
た
従
業
員
に
対
す
る
仕
事
の
割
振
り
や
調
整
が
難
し
く
な
っ
た

い
わ
ゆ
る
正
社
員
と
多
様
な
正
社
員
と
の
間
の
転
換
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い

そ
の
他

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Q
6
9

こ
れ

ま
で

に
労

働
条

件
の

変
更

（
新

た
な

労
働

条
件

で
新

し
い

労
働

契
約

を
結

ぶ
場

合
を

含
み

ま
す

。
）

を
受

け
入

れ
な

け
れ

ば
退

職
を

余
儀

な
く

さ
れ

る
こ

と
を

説
明

さ
れ

つ
つ

、
労

働
条

件
の

変
更

を
求

め
ら

れ
た

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

。
 

（
複

数
回

あ
る

場
合

は
、

直
近

の
出

来
事

に
つ

い
て

お
答

え
く

だ
さ

い
）

あ
っ
た

な
か
っ
た

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
6

9
で
『

1
.あ

っ
た
』
　
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
方
の
み

Q
70

そ
の

際
あ

な
た

は
ど

の
よ

う
に

対
応

し
ま

し
た

か
。

 
（

複
数

回
あ

る
場

合
は

、
直

近
の

出
来

事
に

つ
い

て
お

答
え

く
だ

さ
い

）

異
議
な
く
受
け
⼊
れ
た

異
議
を
述
べ
た
が
結
局
受
け
⼊
れ
た

変
更
を
受
け
⼊
れ
ず
退
職
し
た

そ
の
他

Q
71

そ
の

際
に

変
更

を
求

め
ら

れ
た

労
働

条
件

は
何

で
し

た
か

。
（

複
数

回
答

可
）

賃
⾦

勤
務
時
間

職
務
（
職
種
）

勤
務
地
（
就
業
場
所
の
変
更
、
転
勤
な
ど
）

そ
の
他

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Q
72

あ
な

た
が

勤
め

て
い

る
現

在
の

会
社

に
は

労
働

組
合

が
あ

り
ま

す
か

。
 

※
あ

な
た

が
派

遣
社

員
の

場
合

は
、

派
遣

元
で

の
労

働
組

合
の

有
無

に
つ

い
て

お
答

え
く

だ
さ

い
。

労
働
組
合
が
あ
る

労
働
組
合
が
な
い

わ
か
ら
な
い

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
7

2
で

『
1

.労
働

組
合

が
あ

る
』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

Q
73

あ
な

た
は

現
在

の
会

社
の

労
働

組
合

に
加

入
す

る
資

格
が

あ
り

ま
す

か
。

あ
る

な
い

わ
か
ら
な
い

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
7

3
で

『
1

.あ
る

』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

Q
74

あ
な

た
は

労
働

組
合

に
加

入
し

て
い

ま
す

か
。

 

労
働
組
合
に
加
⼊
し
て
い
る

労
働
組
合
に
加
⼊
し
て
い
な
い

わ
か
ら
な
い

-
-
-
-
＜

改
ペ

ー
ジ

＞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

【
回

答
者

条
件

】
  

Q
7

2
で

『
2

.労
働

組
合

が
な

い
』
～

『
3

.わ
か

ら
な

い
』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
  

ま
た
は

 
Q

7
3

で
『

2
.な

い
』
～

『
3

.わ
か

ら
な

い
』
　

い
ず

れ
か

を
選

択
し

た
方

の
み

Q
75

あ
な

た
は

、
も

し
労

働
組

合
に

加
入

で
き

る
こ

と
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

労
働

組
合

に
加

入
し

た
い

で
す

か
。

加
⼊
し
た
い
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加
⼊
し
た
く
な
い

わ
か
ら
な
い
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